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す
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環
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に
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す
る
条
例
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す
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第
六
十
四
号
議
案

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
七
条
の
二
中
「
若
し
く
は
増
築
」
を
「
、
増
築
又
は
改
築
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
中
「
規
則
で
定
め
る
規
模
以
上
の
建
築
物
（
以
下
「
特
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
新
築
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
特

定
建
築
主
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
特
定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
（
以
下
「
特
定
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
建
築
主
が
、
当
該
建
築
物
等
」

に
、
「
を
利
用
す
る
た
め
の
設
備
の
導
入
」
を
「
の
利
用
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
中
「
を
超
え
る
特
定
建
築
物
」
を
「
以
上
の
建
築
物
」
に
、
「
大
規
模
特
定
建
築
物
」
」
を
「
特
定
建
築
物
」
」
に
、
「
大
規
模
特
定

建
築
主
」
を
「
特
定
建
築
主
」
に
、
「
当
該
大
規
模
特
定
建
築
物
」
を
「
当
該
特
定
建
築
物
」
に
、
「
大
規
模
特
定
建
築
物
等
」
を
「
特
定
建
築
物

等
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
係
る
措
置
の
検
討
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
大
規
模
特
定
建
築
主
」
を
「
特

定
建
築
主
」
に
、
「
大
規
模
特
定
建
築
物
等
」
を
「
特
定
建
築
物
等
」
に
、
「
を
利
用
す
る
た
め
の
設
備
の
導
入
」
を
「
の
利
用
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
三
中
「
規
則
で
定
め
る
規
模
を
超
え
る
大
規
模
特
定
建
築
物
（
以
下
「
特
別
大
規
模
特
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
新
築
等
を
し
よ

う
と
す
る
大
規
模
特
定
建
築
主
（
以
下
「
特
別
大
規
模
特
定
建
築
主
」
と
い
う
。
）
」
を
「
特
定
建
築
主
」
に
、
「
当
該
特
別
大
規
模
特
定
建
築

物
」
を
「
当
該
特
定
建
築
物
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
の
四
中
「
特
別
大
規
模
特
定
建
築
主
」
を
「
規
則
で
定
め
る
規
模
を
超
え
る
特
定
建
築
物
（
以
下
「
特
別
大
規
模
特
定
建
築
物
」
と
い
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二

う
。
）
の
新
築
等
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
建
築
主
（
以
下
「
特
別
大
規
模
特
定
建
築
主
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
大
規
模
特
定
建
築
主
」
を
「
特
定
建
築
主
」
に
、
「
大
規
模
特
定
建
築
物
等
」
を
「
特
定
建
築
物
（
規

則
で
定
め
る
種
類
の
建
築
物
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
敷
地
」
に
改
め
、
「
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
の
申
請
又
は
同
法
第

十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
通
知
の
前
で
あ
っ
て
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
建
築
主
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び

第
三
号
中
「
特
定
建
築
物
等
」
を
「
建
築
物
等
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
を
利
用
す
る
た
め
の
設
備
の
導
入
」
を
「
の
利
用
に
係
る
措
置
」
に

改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
特
別
大
規
模
特
定
建
築
主
に
あ
っ
て
は
、
」
を
削
る
。

　

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
特
定
建
築
主
（
大
規
模
特
定
建
築
主
」
を
「
建
築
主
（
特
定
建
築
主
」
に
、
「
特
定
建
築
物
等
」
を
「
建
築
物

（
規
則
で
定
め
る
種
類
の
建
築
物
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
敷
地
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
の
見
出
し
中
「
変
更
」
を
「
変
更
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
建
築
主
」
に
、
「
特
定
建
築
物
等
」
を

「
建
築
物
等
」
に
改
め
、
「
日
ま
で
に
」
の
下
に
「
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

第
二
十
一
条
又
は
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
環
境
計
画
書
を
提
出
し
た
建
築
主
は
、
当
該
建
築
物
環
境
計
画
書
を
提
出

し
て
か
ら
当
該
建
築
物
等
に
係
る
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
建
築
物
等
の
新
築
等
を
中
止
し
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
特
定
建
築
主
（
」
を
「
建
築
主
（
」
に
、
「
計
画
書
等
提
出
特
定
建
築
主
」
を
「
計
画
書
等
提
出
建
築
主
」
に
、
「
特

定
建
築
物
等
」
を
「
建
築
物
等
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
特
定
建
築
物
」
を
「
建
築
物
」
に
改
め
、
「
で
規
則
で
定
め
る
も
の
」
を
削
り
、
「
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
マ

ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
係
る
」
を
「
（
住
居
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
規
則
で
定
め
る
用
途
の
部
分
に
限
り
、
規
則
で
定
め

る
種
類
の
建
築
物
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
敷
地
（
以
下
「
特
別
大
規
模
特
定
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
」
に
、
「
特
別
大
規
模
特
定
建
築
物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
」
を
「
特
別
大
規
模
特
定
建
築
物
等
の
環
境
へ
の
配
慮
の
た
め
の
措
置
」
に
、
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
評
価
書
」

を
「
環
境
性
能
評
価
書
」
に
改
め
る
。



三

第
六

十

四
号
議
案
　
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
計
画
書
等
提
出
特
定
建
築
主
」
を
「
規
則
で
定
め
る
規
模
の
マ
ン
シ
ョ
ン
（
以
下
「
特

定
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
に
係
る
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
環
境
計
画
書
の
提
出
（
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届

出
を
含
む
。
）
を
行
っ
た
特
定
建
築
主
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
環
境
性
能
の
任
意
表
示
）

第
二
十
三
条
の
三
の
二　

マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
計
画
書
等
提
出
建
築
主
（
以
下
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主
」
と
い
う
。
）
（
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主

を
除
く
。
）
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
販
売
若
し
く
は
賃
貸
を
目
的
と
し
た
規
則
で
定
め
る
広
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
他
人
に
販
売
若

し
く
は
賃
貸
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
媒
介
の
委
託
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
マ
ン
シ
ョ
ン
販
売
等
受
託
者
が
販
売
若
し
く
は
賃
貸
を
目
的
と
し
た
規

則
で
定
め
る
広
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
表
示
基
準
に
基
づ
き
、
当
該
広
告
中
に
マ
ン
シ
ョ
ン
環
境
性
能
表

示
を
表
示
し
、
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
販
売
等
受
託
者
を
し
て
表
示
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
条
第
一
項
（
た
だ
し
書
に
限
る
。
）
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
環
境
性
能
表
示
を
表
示
し
、
又
は
マ

ン
シ
ョ
ン
販
売
等
受
託
者
を
し
て
表
示
さ
せ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

第
二
十
三
条
の
四
の
見
出
し
中
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
評
価
書
」
を
「
環
境
性
能
評
価
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
（
住
居
の
用
に
供
す
る

部
分
以
外
の
規
則
で
定
め
る
用
途
の
部
分
に
限
り
、
規
則
で
定
め
る
種
類
の
建
築
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
」
を

「
等
に
つ
い
て
」
に
、
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
評
価
書
」
を
「
環
境
性
能
評
価
書
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
特
別
大
規
模
特
定
建
築
物
」
を
「
特

別
大
規
模
特
定
建
築
物
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
評
価
書
」
を
「
環
境
性
能
評
価
書
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
五
の
見
出
し
中
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
評
価
書
」
を
「
環
境
性
能
評
価
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築

主
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主
」
に
、
「
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
を
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
を
」
に
、
「
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
及

び
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
評
価
書
」
を
「
環
境
性
能
評
価
書
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
六
の
見
出
し
中
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
評
価
書
」
を
「
環
境
性
能
評
価
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築

主
」
を
「
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
環
境
性
能
表
示
を
表
示
し
、
又
は
表
示
さ
せ
た
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主
及
び
第

二
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
環
境
性
能
表
示
を
表
示
し
、
又
は
表
示
さ
せ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主
（
以
下
「
マ
ン
シ
ョ



四

ン
環
境
性
能
表
示
建
築
主
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
当
該
各
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン

建
築
主
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
環
境
性
能
表
示
建
築
主
」
に
改
め
、
「
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
」

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
環
境
性
能
表
示
建
築
主
」
に
、
「
、
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
、
マ
ン

シ
ョ
ン
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
評
価
書
」
を
「
環
境
性
能
評
価
書
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
建
築
主
」
に
、
「
特
定
建
築
物
等
」
を
「
建
築
物
等
」
に
、
「
を
利
用
す
る
た
め
の
設
備
の
導

入
」
を
「
の
利
用
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主
、
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主
、
マ
ン
シ
ョ

ン
環
境
性
能
表
示
建
築
主
」
に
、
「
そ
の
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
そ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
、
「
第
二
項
」
の
下
に
「
（
第
二
十
三
条
の
三
の

二
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
「
当
該
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
特
別
大
規
模
特
定
建
築
物
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
特
別
大
規
模
特
定
建
築
物
等
」
を
加
え
、
「
第
二
十
条
の
三
、
」

及
び
「
、
当
該
特
別
大
規
模
特
定
建
築
物
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
へ
の
適
合
」
を
削
り
、
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
評
価
書
」
を
「
環
境
性
能
評

価
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

知
事
は
、
特
定
建
築
主
に
対
し
、
そ
の
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
第
二
十
条
の
三
に
規
定
す
る
措
置
の
的
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
建
築
物
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
基
準
へ
の
適
合
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
、
「
第
二
十
三
条
の
三
第
三
項
」
の
下
に
「
（
第
二
十
三
条

の
三
の
二
第
二
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
建
築
主
」
に
、
「
特
定
建
築
物
等
」
を
「
建

築
物
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
建
築
主
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
環
境
性
能
表
示
建
築
主
」
に
改
め
、
「
第
二
十
三
条
の
三
第

一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
特
別
大
規
模
特
定
建
築
主
又
は
特
別
大
規
模
特
定
建
築
物
工

事
完
了
届
出
者
」
を
「
特
定
建
築
主
」
に
改
め
、
「
（
第
二
十
条
の
三
に
規
定
す
る
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中

「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
、
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
評
価
書
」
を
「
環
境
性
能
評
価
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
五
十
三
条
第
三
項
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
建
築
主
」
に
、
「
特
定
建
築
物
等
」
を
「
建
築
物
等
」
に
、
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
評
価
書
」



五

第
六

十

四
号
議
案
　
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
「
環
境
性
能
評
価
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
五
十
五
条
第
一
項
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
建
築
主
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二　

二
十
六
の
項
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
二
〇
一
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
〇
一
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
七　

一
の
部
㈠
の
款
ア
の
項
の
表
備
考
第
一
号
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
三
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
三
」
に
改
め
、
同
号

㈠
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
二
二
二
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
二
二
」
に
、
「
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
七
六
二
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
七
六

二
」
に
改
め
、
同
号
㈡
及
び
㈢
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
八
〇
八
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
八
〇
八
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
中
「
日
本
工

業
規
格
Ｋ
二
三
〇
一
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
二
三
〇
一
」
に
、
「
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
七
六
二
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
七
六
二
」
に
改
め
、

同
款
イ
の
項
の
表
付
表
第
一
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
二
〇
一
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｂ
八
二
〇
一
」
に
改
め
、
同
部
㈡
の
款
ア
の
項
ア
の
表
備
考

二
及
び
同
項
イ
の
表
備
考
一
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
八
〇
八
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
八
〇
八
」
に
改
め
、
同
部
㈢
の
項
の
表
備
考
七
中
「
日

本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
四
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
四
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
七　

二
の
項
の
表
備
考
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
八
〇
八
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
八
〇
八
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
七　

三
の
項
の
表
備
考
一
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
五
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
五
」
に
改
め
、
同
表
備
考
二
中
「
日
本
工

業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
九
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
九
」
に
改
め
、
同
表
備
考
三
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
三
〇
三
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇

三
〇
三
」
に
改
め
、
同
表
備
考
四
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
七
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
七
」
に
改
め
、
同
表
備
考
五
中
「
日
本
工
業

規
格
Ｋ
〇
〇
八
九
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
〇
八
九
」
に
改
め
、
同
表
備
考
六
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
六
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一

〇
六
」
に
改
め
、
同
表
備
考
七
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
〇
八
五
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
〇
八
五
」
に
、
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
一
四
又
は

日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
三
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
一
四
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
三
」
に
改
め
、
同
表
備
考
八
中
「
日
本
工
業
規
格

Ｋ
〇
一
〇
四
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
四
」
に
改
め
、
同
表
備
考
九
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
〇
八
六
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
〇
八

六
」
に
改
め
、
同
表
備
考
十
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
三
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
三
」
に
改
め
、
同
表
備
考
十
一
中
「
日
本
工
業
規

格
Ｋ
〇
一
〇
二
・
65
・
2
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
・
65
・
2
」
に
改
め
、
同
表
備
考
十
三
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
〇
八
七
」
を
「
日

本
産
業
規
格
Ｋ
〇
〇
八
七
」
に
改
め
、
同
表
備
考
十
四
及
び
十
五
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
一
四
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
三
」
を
「
日
本



六

産
業
規
格
Ｋ
〇
一
一
四
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
三
」
に
改
め
、
同
表
備
考
十
六
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
〇
九
一
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ

〇
〇
九
一
」
に
改
め
、
同
表
備
考
十
七
か
ら
二
十
二
ま
で
の
規
定
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
一
四
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
三
」
を
「
日
本

産
業
規
格
Ｋ
〇
一
一
四
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
三
」
に
改
め
、
同
表
備
考
二
十
三
か
ら
二
十
七
ま
で
の
規
定
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
〇
八

三
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
〇
八
三
」
に
改
め
、
同
表
備
考
二
十
八
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
一
四
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
三
」
を

「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
一
四
又
は
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
二
三
」
に
改
め
、
同
表
備
考
二
十
九
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
〇
八
八
」
を
「
日
本
産

業
規
格
Ｋ
〇
〇
八
八
」
に
改
め
、
同
表
備
考
三
十
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
三
〇
五
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
三
〇
五
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
七　

四
の
部
㈡
の
款
ア
の
項
の
表
備
考
三
㈠
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
・
8
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
・
8
」
に
改

め
、
同
表
備
考
三
㈢
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
・
7
・
2
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
・
7
・
2
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
七　

五
の
項
の
表
備
考
三
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
七
三
一
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
七
三
一
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
七　

六
の
項
の
表
備
考
三
中
「
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
七
三
五
」
を
「
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
七
三
五
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
七
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
七
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
環
境
計
画
書
を
提
出
し
た
大
規
模
特
定
建
築
主
に
対
す
る
当
該
建
築
物
環
境
計
画
書
に
係
る
旧
条
例
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
旧
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
環
境
計
画
書
を
提
出
し
た
特
定
建
築
主
（
大
規
模
特
定
建
築

主
を
除
く
。
）
に
対
す
る
当
該
建
築
物
環
境
計
画
書
に
係
る
旧
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
旧
条
例
第
二
十
一
条
又
は
旧
条
例
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
環
境
計
画
書
を
提
出
し
た
特
定
建



七

第
六

十

四
号
議
案
　
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

築
主
に
対
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
環
境
性
能
表
示
に
係
る
旧
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
旧
条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
環
境
計
画
書
を
提
出
し
た
特
別
大
規
模
特
定
建
築
主
に
対
す
る
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
性
能
評
価
書
に
係
る
旧
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

　

建
築
物
の
新
築
等
に
お
い
て
環
境
性
能
の
更
な
る
向
上
を
図
る
た
め
、
建
築
物
環
境
計
画
書
の
提
出
を
求
め
る
建
築
物
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ

か
、
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。


